
◎現金寄附の実績

件数件数件数件数 金額（円）金額（円）金額（円）金額（円） 件数 金額（円） 件数 金額（円）

43434343 23,332,50023,332,50023,332,50023,332,500 76 23,991,000 △ 33 △ 658,500

市 内 15151515 5,130,0005,130,0005,130,0005,130,000 58 7,299,000 △ 43 △ 2,169,000

市 外 28282828 18,202,50018,202,50018,202,50018,202,500 18 16,692,000 10 1,510,500

33333333 43,767,34843,767,34843,767,34843,767,348 24 9,574,172 9 34,193,176

市 内 19191919 7,011,9827,011,9827,011,9827,011,982 21 5,497,172 △ 2 1,514,810

市 外 14141414 36,755,36636,755,36636,755,36636,755,366 3 4,077,000 11 32,678,366

76767676 67,099,84867,099,84867,099,84867,099,848 100 33,565,172 △ 24 33,534,676

◎現金寄附の使途内訳

№ 件数 金額（円）

1 13 4,838,400

2 0 0

3 4 1,700,000

4 12 6,288,436

5 12 2,009,646

6 9 13,190,000

7 27 39,073,366

77 67,099,848

※件数が実績と合わないのは、使途が複数にわたる寄附があったため。

◎物品寄附の実績（金額相当）

件数件数件数件数 金額（円）金額（円）金額（円）金額（円） 件数 金額（円） 件数 金額（円）

12121212 9,411,6239,411,6239,411,6239,411,623 14 39,822,906 △ 2 △ 30,411,283

市 内 6666 1,613,6001,613,6001,613,6001,613,600 10 36,851,714 △ 4 △ 35,238,114

市 外 6666 7,798,0237,798,0237,798,0237,798,023 4 2,971,192 2 4,826,831

9999 2,850,0002,850,0002,850,0002,850,000 11 13,011,980 △ 2 △ 10,161,980

市 内 3333 725,000725,000725,000725,000 4 510,000 △ 1 215,000

市 外 6666 2,125,0002,125,0002,125,0002,125,000 7 12,501,980 △ 1 △ 10,376,980

21212121 12,261,62312,261,62312,261,62312,261,623 25 52,834,886 △ 4 △ 40,573,263

備考

個 人

寄 附 金

控除対象

寄附者の意向に沿った事業

遠野わらすっこプラン事業

（遠野市わらすっこ基金への積立）

寄附金の活用を希望する事業

ふるさとの伝統・伝承文化を育む事業

ふるさとの自然と景観を未来に継承する事業

ふるさとの活力と元気を創造する事業

団 体

平成22年度平成22年度平成22年度平成22年度 平成21年度

東日本大震災関連

平成22年度平成22年度平成22年度平成22年度 平成21年度 前年対比

合 計

市長にお任せ

合 計

前年対比

備考

個 人

寄 附 金

控除対象

団 体

合 計

「日本のふるさと遠野應援寄附金（ふるさと納税）」に対し、多くの方々より温か

い応援が寄せられました。皆様からのたくさんの応援に対し、深く感謝御礼申し上げ

ます。

これらの御寄附は、遠野市が目指す「永遠の日本のふるさと遠野」実現のための

様々なまちづくり事業や東日本大震災罹災からの復興支援、沿岸被災地後方支援活動

に活用させていただきます。

今後も遠野市に対するご支援のほどよろしくお願いします。

※個人住民税の寄附金控除対象となる寄附（遠野市市税条例第35条の６ 一部抜粋）

(1) 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金

(2) 社会福祉法規定する共同募金会(その主たる事務所を県内に有するものに限る。)又は日本赤十字

社に対する寄附金(県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)

(3) 学校法人(市内に学校を設置し、又は学校及び専修学校若しくは各種学校を設置するものに限

る。)に対する寄附金


